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事実の概要

　Ｙは、Ａに対し金属スクラップ（本件動産）を
継続して売買し、Ｙ・Ａにて所有権留保特約を合
意した。他方、Ｘ金庫は、これに後れること 3 年、
Ａへの貸付債権担保のため、Ａの保管する在庫製
品等に対し譲渡担保権の設定を受け、動産譲渡登
記をした。その後、Ａは自己の債権者らに対し事
業の閉鎖と会社整理を通知した。Ｙは、東京地裁
にて、Ａに対する本件動産に関する仮の引渡しを
求める仮処分命令を申し立てた。他方、Ｘは、本
件動産の所有権を主張し、Ｙの仮処分事件に独立
当事者参加した。東京地裁は、①本件動産はＹの
所有権留保により、Ｘが取得する余地はない、②
Ｙ・Ａ間の契約条項でも、留保所有権に優先する
譲渡担保権の設定は許されていないとして、Ｙの
申立てを認め、Ｘの申立てを却下する決定をし
た。Ｙは、留保所有権に基づき、Ａの元から本件
動産を引き揚げ、処分した。そこで、Ｘは、本件
動産につきＹとは対抗関係にあるところ、Ｙは留
保所有権の対抗要件を具備していないとして、本
件動産の処分行為による不法行為または不当利得
の成立を主張し、Ｙに対し、本件動産の価格相当
額 5,000 万円及びこれに対する遅延損害金または
民法 704 条所定の利息などの支払を求めた。
　第一審は、①Ａは条件成就前は所有権を有しな
いので、Ａ・Ｘ間の譲渡担保権はＡの非所有部分
につき無効である、②Ａには所有権がなく、Ｘは
本件動産につき有効な譲渡担保権を取得しえない
ので、Ｙによる本件動産の引揚げ・処分はＸへの
不当利得・不法行為を構成しないとして、Ｘの請

求を棄却した。Ｘから控訴。

判決の要旨

　原判決一部変更（請求一部認容）。
　１　本件所有権留保の成否及びその有効性
　Ａの代金完済の事実は所有権留保を消滅させる
事実であるから、完済に係る動産の範囲を含め、
Ｘが主張立証の責任を負う。

　２　ＹはＸに対し本件動産の留保所有権を
　　　主張できるか
　(1)　本件動産のうち、Ｘが代金の完済を主張
立証した動産を除く部分は、その所有権がＡに移
転しないから、当該部分の本件譲渡担保は効力を
有しない。
　(2)　所有権留保の目的が売買代金債権の担保
でも、Ｙは、目的実現のため、売買による物権変
動自体に関して約定した。本件動産には、ＹのＡ
に対する包括的な転売授権があるが、Ｙは、担保
目的を実現するために転売を包括的に承諾してい
たに過ぎない。転得者との関係は、即時取得また
は転売の承諾による信義則違反等の効果に過ぎな
い。イ（ア）担保権的構成説によると、両者の優
劣は対抗要件の具備の先後により決するところ、
譲渡担保の登記後に本件工場に納品された動産も
占有改定による引渡しとしての対抗力を有するた
め、所有権留保はこれに劣後し、Ｙは、Ｘに対し
動産先取特権を主張しえない（最判昭 62・11・10
民集 41 巻 8 号 1559 頁参照）。しかし、この結果は「留
保所有権と動産譲渡担保権の間の利益衡量として
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適切なものとはいい難く、むしろ、動産譲渡担保
の設定により、動産売買に係る与信取引を急激に
萎縮させるおそれが大きい」。「（オ）動産譲渡担
保を利用した融資の実務においても、所有権留保
が対抗力なくして優先するとの見解がむしろ趨勢
であると窺われることをも考慮すると、留保所有
権と動産譲渡担保権の優劣に関して（ア）の理論
構成を採用することは困難」である。
　(3)　Ｘ指摘の判例（最判平 22・6・4 民集 64 巻
4 号 1107 頁）は、民事再生手続開始後に車両につ
き留保所有権を主張する信販会社が、販売会社か
ら所有権の移転を受けたものであり、本件とは事
案を異にする。また、法的倒産手続の開始後に、
債務者の財産に係る担保権の行使につき登記・登
録等の具備を要求するのは（破産 49 ①、民再 45 ①）、
個別の権利行使が禁止される一般債権者と、法的
倒産手続によらずに別除権を行使しうる債権者と
の衡平を図る趣旨であり、これら規定が担保権相
互の優先関係を規律するとはいえない。
　(4)　担保権的構成説を前提としても、両者の
優先関係は、「留保所有権が優先するとの解釈に
も合理的理由がある。」また、「留保所有権の存否
についても、Ｘは、Ａの在庫商品の調達先を特定
の上、Ａ及び調達先への照会によりこれを確認す
ることは比較的容易と考えられる。」

　３　不当利得・不法行為の成否
　(1)　Ｘは、本件動産のうち代金完済部分を除
き有効な譲渡担保権を取得せず、Ｙは対抗要件の
具備なく所有権留保をＸに主張しうる。Ｘ主張の
損害・損失は、本件動産のうち、代金完済をＸが
立証した部分についてのみ認められる。
　(2)　Ｙ自認超過部分及びＹ自認額について
　ア　本件動産のうち、Ｙ自認超過部分は、Ａが
代金を支払済みである。イ　Ｙ自認額の合計 63
万 5,423 円分は、代金完済とは認められない。ウ　
Ｙ自認超過部分のうち、イを除き、ＹはＡの代金
完済により留保所有権が消滅したのに、本件仮処
分決定の執行後、これをＢに売却処分した。当該
執行・売却処分は、Ｘに対する不法行為を構成す
る。Ｘには 177 万 7,154 円（Ｙ自認額 241 万 2,577
円のうちイの 63 万 5,423 円を控除）の損害が発生
した。

判例の解説

　一　問題の所在
　所有権留保は、動産の売買契約を締結し、買主
に商品が引き渡されても、代金の完済までは、売
主に売却商品の所有権を留保するという売買契約
の附款である（停止条件付所有権移転：BGB449 ①）。
買主は、代金完済前は留保商品の占有・利用者に
過ぎず１）、代金完済による停止条件の成就時に所
有権を取得する。他方、譲渡担保は、債権担保
を目的とする所有権移転形式の担保物権であるか
ら、その設定の際、設定者は真正所有権者でなけ
ればならない。設定者から譲渡担保権者へ移転す
る所有権は「担保所有権（所有権の転化形態２））」
である。法形式上は完全所有権の移転に見えるが、
経済的に見れば、設定者に物権的期待権（条件付
所有権取得権）を設定・留保するので、譲渡担保
権者の「所有権」は担保所有権である。そこで、
留保売主の所有権と、譲渡担保権者の担保所有権
は競合するのかという問題が生ずる。
　本件では、留保買主Ａは、代金完済前は目的物
件の所有者ではないが、留保売主Ｙの所有物をＸ
への譲渡担保に供した。担保目的物がＹから定期
的に仕入れた物の場合には、Ｙへの代金完済部分
と、完済前（未払）部分とがＡの倉庫内に混在する。
この場合には、代金完済部分は、ＸはＡの所有物
を担保目的で取得したといえるので、この部分に
つき譲渡担保権が成立する。また、完済前部分は
Ｙに所有権があるが、Ａには将来の所有権取得権
たる物権的期待権があるので、Ａはこの期待権を
Ｘに担保目的で譲渡したともいえる３）。それゆえ、
ＡからＸへの所有権の移転は、個別仕入品に関す
るＡの代金完済に応じて増加する。しかし、期待
権は停止条件付所有権移転請求権であり、ＡがＹ
に対して期限の利益を喪失するなど、条件が成就
せずに終わった在庫品に関しては、期待権は消滅
に帰する。即ち、Ｙが所有権に基づいて留保商品
をＡから引き揚げて処分する際には、その前提と
して、ＹはＡに対し、売買を解除するので（BGB449
②）、Ａの期待権は消滅する。したがって、Ｘの
譲渡担保権の目的物は、Ｙへの代金完済部分に限
られる。

　二　従来の判例法理
　本件の問題に関して、判例は、留保買主が代金
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を完済せずに留保物を譲渡担保に供しても、留保
買主に所有権が移転していないので、譲渡担保権
は成立しないと判示した４）。本判決は、昭和 58
年最判を引用していないが、判示内容から、この
判例法理が前提となる。

　三　判例法理の検討
　１　留保物件を目的物とする譲渡担保権の成否
　譲渡担保権が有効に成立するためには、設定者
に目的物の所有権があることが前提となる。本件
は、目的物に留保売主の所有権が存在している場
合に、留保買主に「所有権」が移転しているかが
問題となる。所有権留保における買主への所有権
移転は代金の完済を停止条件とする。留保買主の
地位を法律的に見れば、条件付所有権移転請求権
者に過ぎない。それゆえ、形式的には、代金完済
前は物権変動が生じておらず、買主には所有権は
移転していない５）。他方、留保買主を条件付所有
者として位置づけ、既払分だけ所有権を有すると
すれば、「分割所有権」を有し６）、これを譲渡担
保権の目的とすることができる。更に、留保買主
に所有権は移転していないが、所有権移転に向け
た物権的期待権を有し、期待権が既払分だけの価
値を有していれば、期待権を目的とする譲渡担保
権の成立と解することもできる７）。
　しかし、昭和 58 年最判は、代金完済前の留保
買主には所有権が移転していないので、譲渡担保
権は成立しないとし、留保所有者が留保買主の支
払遅滞に基づいて留保物を第三者に処分しても、
譲渡担保権の侵害は成立せず、不法行為は成立し
ないとした。この意味において、在庫商品を譲渡
担保の目的とした場合でも、在庫品の中に供給者
の留保物件が存在するときには、譲渡担保権と留
保所有権との間には、抑も対抗関係が存在しな
い８）。したがって、本判決とともに、判例法理は、
所有権留保物件の上には譲渡担保権は成立せず、
譲渡担保権が成立するのは、設定者が留保物件の
代金を完済し、留保所有権が消滅した部分に限る
ということで確定した。しかしながら、本判決は、
留保所有権を担保権として扱うとしても、譲渡担
保の設定者が所有権を取得していないという法形
式面を重視して、譲渡担保権は成立しないと判断
したものである。この意味において、前掲昭和 9
年大判、昭和 58 年最判が留保売主に真正所有権
があるかの如き判断をしたのとは、ニュアンスが

異なる。この点は、最高裁の判断を待ちたい。
　更に、留保所有権を純然たる担保物権の設定と
構成すると、動産売買先取特権類似の関係となり
うる。そうすると、新たに工場内に搬入される目
的物は集合動産譲渡担保の目的となり、譲渡担保
権者が留保所有者に優先する（判決文引用の昭和
62 年最判）。しかし、売主が所有権を留保してい
る目的物件に関して、譲渡担保権者が所有権を譲
り受けるという法形式から、両者を比較衡量する
と、留保売主の所有権が優先すべきである。

　２　留保物件を目的物とする譲渡担保権の
　　　即時取得
　次に、非所有者・非処分権者による譲渡担保権
の設定により、譲渡担保権は不成立となるが、債
権者に「譲渡担保権の即時取得」が成立するかが
問題となる（「占有改定と即時取得」）。即時取得の
成立要件は「動産の占有を始めた者」とするだけ
で（民 192）、占有の移転が現実の引渡し（民 182 ①）
なのか、占有改定（民 183）でもよいのかが判然
としない。ドイツ民法は占有改定による引渡しで
は善意取得の成立を認めない（BGB933）。フラン
ス民法も同様である（CC1141、2279）。
　所有権の即時取得に関して、判例は、「占有改
定による引渡しでは、一般外観上、従来の占有事
実の状態に変更がない」という理由から、即時取
得の要件たる引渡しに該当しないとして、即時取
得の成立を否定してきた９）。
　学説には、まず、占有改定肯定説があり 10）、
これを批判する否定説が展開され 11）、肯定説が
批判を受け入れて折衷説を展開したという経緯が
ある。否定説は、原所有者Ａが占有者Ｂに物の返
還を請求する前に、Ｂが、善意・無過失のＣに譲
渡し、占有改定によって引き渡したときに、肯定
説を適用すると、Ｂは、Ｃの即時取得を理由とし
て、Ａに対し目的動産の返還を拒絶しうることと
なり、不合理であるなどと主張した 12）。そこで、
折衷説は、Ｂからの取得者Ｃは占有改定によって
所有権を即時取得するが、これは確定的なもので
はなく、後にＢから現実に引渡しを受けたときに
確定的に所有権を取得するとした 13）。
　譲渡担保権の設定を信託的所有権移転行為とす
ると、真正所有権の移転ではなく、担保所有権の
移転と解される。また、譲渡担保権の対抗要件は、
占有改定による引渡しまたは動産譲渡登記であ
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る。即ち、現実の引渡しは担保権の実行時以外に
はありえない。そうすると、占有改定による引渡
しでも、設定時または遅くとも実行時に譲渡担保
権の即時取得が成立しそうである。この問題に関
する判例は存在しない。しかし、学説は概ね、譲
渡担保権の設定行為でも例外は認めず、①折衷説
により一応即時取得は成立するとか 14）、②譲渡
担保権の実行時、即ち、現実の引渡しによる占有
取得時に即時取得が成立すると解している 15）。
　占有改定による所有権の即時取得の成否につい
ては、基本的に占有改定否定説が正当である。し
かし、真正所有者には所有権が存続し、善意・無
過失の担保物受領者に担保所有権の即時取得を認
めるという取引安全の要請も、また正当なように
思われる。しかしながら、業者間取引の場合には、
譲渡担保権の設定に際し、第三者の所有権（留保）
に関する厳格な調査義務が要求されるので、現実
に譲渡担保権の即時取得が認められることはほと
んどないものと思われる。
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